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外
国
人
「
技
術
者
」
の
入
国
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
、
企
業
は
厳
し
い
生
存
競
争
に
打
ち
勝
つ
為
、
人
員
削
減
・
省
力
化
を
実
施
し
一
人
の
人
員
が
専
門
の
業
務
と
は
別

に
、
専
門
業
務
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
繁
忙
期
に
な
れ
ば
経
営
者
を
含
む
幹
部
自
ら
が
現
場
に
立
ち
陣
頭
指
揮
を
と
る
状
況

の
中
、
外
国
人
技
術
者
の
み
が
自
ら
の
専
門
業
務
の
み
を
行
い
、
他
の
社
員
と
別
扱
い
に
さ
れ
る
事
は
現
状
に
即
さ
な
い
。

入
国
管
理
局
の
審
査
官
は
右
記
内
容
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

�

在
留
資
格
認
定
の
「
技
術
」
に
つ
い
て
は
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
を
受
け
て
基
準
を
定
め
る
省
令
が
あ
る

が
、
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
具
体
的
に
回
答
願
う
。

�

企
業
も
膨
大
な
費
用
と
時
間
を
か
け
内
定
し
た
人
物
が
入
国
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
損
害
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
事
前
に
判
断
基
準
が
あ
れ
ば
申
請
企
業
に
伝
え
、
予
め
企
業
に
て
判
断
す
る
事
は
可
能
か
答
え
よ
。

�

冒
頭
内
容
に
つ
い
て
、
外
国
人
「
技
術
者
」
が
自
ら
の
専
門
業
務
以
外
の
活
動
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
答
え
よ
。

�

在
留
資
格
認
定
の
審
査
期
間
に
つ
い
て
は
、
七
箇
月
か
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。
審
査
に
時
間
を
か
け
過
ぎ
る
と
人
事
計
画

等
が
立
た
ず
企
業
に
様
々
な
弊
害
を
齎
す
が
、
国
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
答
え
よ
。

�

審
査
途
中
で
進
捗
状
況
を
聞
く
が
「
た
だ
今
審
査
中
で
す
。
」
の
一
点
張
り
で
、
結
果
通
知
の
目
処
も
教
え
な
い
状
況
が

一



あ
る
と
聞
く
。
こ
の
件
に
つ
い
て
改
善
す
る
考
え
が
あ
る
か
答
え
よ
。

�

現
状
で
は
「
在
留
資
格
認
定
」
不
交
付
の
場
合
の
通
知
は
「
技
術
に
該
当
す
る
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
記
載
さ
れ
る

の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
理
由
を
入
国
管
理
局
に
聞
い
て
も
、
毎
回
違
う
理
由
を
述
べ
ら
れ
、
困
惑
し
て
い
る
例
が
多
い
。

不
交
付
の
詳
し
い
内
容
を
書
面
に
て
通
知
す
る
考
え
が
あ
る
か
答
え
よ
。

�

入
国
管
理
局
審
査
官
は
「
外
国
人
を
雇
用
す
る
前
に
日
本
人
は
採
用
で
き
な
い
の
か
。
日
本
の
大
学
に
通
う
留
学
生
を
採

用
で
き
な
い
の
か
。
」
と
の
質
問
を
す
る
よ
う
で
あ
る
。
少
子
化
社
会
で
あ
る
事
、
ま
た
工
学
部
の
卒
業
生
で
も
金
融
・
保

険
業
等
へ
の
就
職
が
多
く
、
製
造
業
へ
の
志
望
が
減
っ
て
い
る
事
か
ら
現
実
に
日
本
人
の
採
用
が
非
常
に
困
難
な
状
況
で
あ

る
。
ま
た
留
学
生
は
も
と
も
と
絶
対
数
が
少
な
く
対
象
と
な
り
え
な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
国
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
。

�

日
本
人
ま
た
は
留
学
生
の
採
用
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
他
の
業
種
よ
り
有
利
な
処
遇
・
環
境
を
作
っ
て
採
用
を
、
と
の
考
え

も
あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
の
中
で
こ
れ
以
上
人
件
費
が
ア
ッ
プ
す
る
と
国
内
で
の
製
造
業
が
成
り
立
た
な
い
。
よ
っ

て
外
国
人
「
技
術
者
」
の
採
用
か
国
外
へ
の
工
場
移
転
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

右
記
現
状
を
勘
案
し
外
国
人
「
技
術
者
」
の
入
国
を
柔
軟
に
認
め
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

二



�

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
政
府
は
今
後
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
よ
る
不
合
理
な
規
制
を
緩
和
す
る
考
え
が

あ
る
か
答
え
よ
。

右
質
問
す
る
。

三


